
第二方面主任監督官 太田 聖治

１．「医師の時間外労働の上限規制等（宿日直の申請）について」

鹿児島労働基準監督署

２．「2024年４月からの労働条件明示のルール変更（法改正等）について」



＊医師が他の医療機関で副業・兼業を行う場合も、その医師の自院における時間外・休日労働時間は、
自院の36協定の範囲内とする必要があります。



貴院で日勤をする他病院所属の非常勤医師も含む（宿日直のみの非常勤医師は除く）

当直室の写真添付

この宿日直の時間は時間外労働の規制の時間に
含まれない





＊実地調査ではなく電話調査の場合もあります

＊調査の日程調整や書類の不備等で２週間を超える場合があります

日誌で作業の開始・終了時刻、作業内容が明らかでない場合は、一覧も作成・添付
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